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１ 【財務報告に係る内部統制の基本的枠組みに関する事項】

添付の「財務報告に係る内部統制についての経営者の報告」をご参照ください。

　

２ 【評価の範囲、基準日及び評価手続に関する事項】

添付の「財務報告に係る内部統制についての経営者の報告」をご参照ください。

　

３ 【評価結果に関する事項】

添付の「財務報告に係る内部統制についての経営者の報告」をご参照ください。

　

４ 【付記事項】

当社は、米国証券取引委員会に登録している連結財務諸表提出会社であるため、米国証券取引法において

要請されている内部統制報告書の用語、様式及び作成方法に則り、財務報告に係る内部統制の有効性につい

ての評価を行いました。

我が国において要請されている内部統制報告書の用語、様式及び作成方法との主要な相違点は以下の通

りです。

　

１．米国証券取引法による要請では、財務報告に係る内部統制として、「経理の状況」に掲げられた連結

財務諸表の作成に係る内部統制のみを評価の対象としております。

２．米国証券取引法による要請では、持分法適用関連会社の財務報告に係る内部統制については評価の

対象としておりません。

　

５ 【特記事項】

該当事項はありません。
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